
第１回新城市市民自治会議

令和元年６月５日（水）午後６時３０分から

新城市役所４階第１会議室



－2－

開 会 午後６時３０分

○事務局 定刻となりましたので、ちょっと

お見えになられてない委員さんもお見えにな

りますが、第１回新城市市民自治会議を始め

させていただきます。

本日、は公私とも大変お忙しい中、お集ま

りいただき、ありがとうございます。本日、

司会を務めます、まちづくり推進課の永田で

す。よろしくお願いいたします。すいません。

ここからは着座で失礼いたします。

本日の市民自治会議は本年度最初の会議に

なり、新たに１０名の方が委員に就任されま

すので、初めに辞令の交付を行い、次に、自

己紹介、引き続き、会長、副会長の選任をお

願いしたいと思います。会長、副会長さんが

決まりましたら、市長より会長さんへ諮問書

の交付を行い、挨拶に続きまして議題に移ら

せていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

なお、市長につきましては、公務の都合に

より会長挨拶をいただいた後、退席させてい

ただきますので、御了承賜りますようお願い

いたします。

それでは、初めに委嘱状の交付を行います。

時間の都合もありますので、大変申しわけあ

りませんが、委員の代表の方にお渡しさせて

いただきます。

それでは、新規委員を代表いたしまして、

公募市民の〇〇様にお願いいたします。お願

いします。

○市長 委嘱状、〇〇様。新城市市民自治会

議委員を委嘱する。任期は令和３年３月３１

日までとする。令和元年６月５日、新城市長

穂積亮次。よろしくお願いします。

○委員 はい、よろしくお願いします。

○事務局 ありがとうございました。ほかの

新規委員の皆様におかれましては、お手元に

委嘱状をお配りさせていただいておりますの

で、御確認をお願いいたします。

続きまして、次に自己紹介に移ります。新

規委員の皆様もお見えですので、大変恐縮で

すが、委員の皆様から自己紹介を賜りたいと

思います。

〇〇委員から順に自己紹介のほうをお願い

いたします。

○委員 こんばんは。私、鈴木誠と申します。

現在、愛知大学の地域政策学部に勤務してま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○事務局 はい、お願いします。

○委員 はい。東新町の区長を務めてます。

今泉仁です。仁という一文字でまさしと読み

ますので、よろしくお願いいたします。

○委員 菅沼哲司と申します。住んでるのは

富岡東部でございます。また、いろいろとお

話しできる機会があれば、楽しみにしており

ますので、２年間よろしくお願いします。

○委員 前澤このみです。職業、主婦と書い

て、主婦は職業ということで、大変疑問なの

ですが、職業ということだそうです。よろし

くお願いします。

○委員 太田幸江と申します。中学生、小学

生と子供が３人おります。子育て世代のママ

の代表として頑張りたいと思います。よろし

くお願いします。

○委員 川口と申します。入船に住んでます。

職業欄は空白になってますけど、無職、今は

無職。去年までは、入船の役員をやってた。

元役員になりますがよろしくお願いします。

○委員 こんばんは。新城駅通りに在住して

おります鈴木雅晴と申します。今年は地域協

議会の委員も拝命いたしまして、考えのもと、

僕も両方どっぷりつかって、この１年、まあ

こちらは２年になりますけども、なかなかの

メンバーをそろえていただいた。事務局に負

けないように、しっかり議論していきたいと

思いますので、よろしく、またお願いいたし

ます。

○事務局 お願いします。

○委員 はじめまして。豊橋創造大学２年の

幼児教育保育課、保育士を目指して頑張って
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ます。伊藤早希です。よろしくお願いします。

ことしは若者議会のメンターとしてかかわっ

ています。去年は若者議会の副議長として携

わっていました。２年間よろしくお願いしま

す。

○委員 平野忠と申します。黄柳野高校とい

うところで教員をさせてもらってます。また、

皆さんと意見交流、交換ができたらと思いま

す。よろしくお願いいたします。

○事務局 お願いします。

○委員 こんばんは。清水良文といいます。

真ん中ぐらいですね。今、会社員になってる

んですけども、ＮＰＯ法人てほへという理事

長もやってるんですね。奥三河ビジョンフォ

ーラムの事務局長をやってまして、あと、愛

知大学でちょっと非常勤講師やってますが、

まあその、幾つかやりながら、この自治会議

に去年からお世話になっております。もとは

市役所の職員だったんですが、退職をしても

う３年になりましてですね。おります。よろ

しくお願いします。

○事務局 お願いいたします。

○委員 星野朱実といいます。よろしくお願

いします。鳳来南部地域協議会の会長をやる

ことになって、ここを初めて参加で、２年間

よろしくお願いします。

○事務局 お願いします。

○委員 こんばんは。

○事務局 こんばんは。

○委員 まずは遅刻しまして、すいませんで

した。加藤稜唯です。診療放射線技師を目指

して、専門学生をやっています。今年就活な

んですけど、新城市民病院からはまるがでな

かったので、すごい残念です。よろしくお願

いします。

○委員 こんばんは。森勝哉と申します。共

和レザー株式会社に勤めています。昨年度は

第４期の若者議会として頑張ってきました。

今年度から２年間、市民自治会議のほうで頑

張らせていただきますので、よろしくお願い

いたします。

○事務局 お願いします。ありがとうござい

ました。

では、続いて事務局のほうも自己紹介をさ

せていただきますので、よろしくお願いいた

します。

はい。部長から。

○企画本部長 こんばんは。企画本部長の三

浦彰と申します。１年間お世話になりますが、

どうぞよろしくお願いいたします。

○まちづくり推進課長 こんばんは。まちづ

くり推進課長の森と申します。自治基本条例

をつくる担当で、数年前、２２年から携わっ

ておりまして、この中にも大変お世話になっ

た方もいらっしゃいますし、できた後が肝心

だよねと言われて、市民自治会議の担当にな

ったこともあります。今は２年間、タイムラ

グというか、ほかの部署を経て、また戻って

きましたけれども、市民が主役のまちづくり

っていうのを大きな目標に、新城市役所が動

いてはおりますので、そのエンジンとして、

またチェック機関として、市民自治会議のサ

ポートができればと思っております。どうぞ

よろしくお願いいたします。

○事務局 まちづくり推進課の永田と申しま

す。よろしくお願いします。この４月から市

民自治の担当になりましたので、よろしくお

願いいたします。

○事務局 同じくまちづくり推進課の市民協

働係の森谷美穂と申します。どうぞよろしく

お願いします。

○事務局 同じくまちづくり推進課の市民協

働係の浅見友美と申します。一生懸命頑張り

ますので、よろしくお願いします。

○事務局 まちづくり推進課の西尾と申しま

す。よろしくお願いいたします。

○事務局 ありがとうございました。それで

は、皆様の自己紹介が終わりましたので、続

いて会長、副会長の選任を行います。新城市

市民自治会議条例第５条に基づき、会長、副
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会長を選出するものです。最初に、会長の選

出をお諮りいたします。御意見などありまし

たら、御発言をお願いいたします。

○委員 すいません。ちょっと私のほうから

御推薦させていただければと思うのですが、

前任であり、まあずっとこの会議を取りまと

めてきた愛知大学の鈴木誠先生がよろしいん

じゃないのかと思いますが、どうでしょうか。

○事務局 はい、ありがとうございます。今、

〇〇委員から鈴木先生という意見が出ており

ますが、皆さん、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○事務局 はい。では、賛成の方は拍手をお

願いします。

（拍手）

○事務局 ありがとうございます。それでは、

皆様の承認を得ましたので、愛知大学の鈴木

先生に会長をお願いしたいと思います。先生、

よろしくお願いいたします。

続きまして、副会長の選任について御審議

願います。本条例第５条第２項に基づき、副

会長は会長が指名するとなっておりますので、

鈴木会長より御指名をよろしくお願いいたし

ます。

○会長 はい。それでは、地元の方で、この

条例、自治基本条例等の結びつきも深くかか

わった、今日までサポートいただきました前

澤このみさんに、ぜひお願いできたらと思い

ます。

○事務局 指名、はい。いいですよ。指名と

いうことなので、会長が指名で。

では、副会長、前澤このみさんで、よろし

くお願いいたします。

（拍手）

○事務局 はい、ありがとうございます。

続いて、諮問書の交付を行います。穂積市

長、鈴木会長、よろしくお願いいたします。

○市長 新ま・３・２・１、令和元年６月５

日、新城市市民自治会議会長、鈴木誠様。新

城市長穂積亮次。新城市自治基本条例及び新

城市若者条例について（諮問）。このことに

ついて、新城市自治基本条例第２４条及び新

城市若者条例第１６条に基づき、下記のとお

り市民自治会議に意見を求めます。記。１、

諮問事項、（１）新城市自治基本条例に定め

る市民の権利を具現化するための公開政策討

論会条例について。（２）若者総合政策その

他若者が活躍するまちの形成の推進に関する

事項について。２、答申期限、令和２年２月

１０日まで。

以上です。よろしくお願いします。

○事務局 ありがとうございました。

それでは、続きまして、新城市長から御挨

拶申し上げます

○市長 改めまして、こんばんは。市長でご

ざいます。年度が明けまして、第１回の新城

市市民自治会議の御案内申し上げましたとこ

ろ、大変それぞれお忙しい中、御参集いただ

きまして、まことにありがとうございます。

また、ただいま各委員の皆さんに辞令の交付

をさせていただきました。新任の委員さんが

約半数。そして、これまで務めいただいた方

も含めて、新しい体制でスタートをすること

になったわけでございます。

諮問事項に関しましては、今２つの、２点

を申し上げましたが、昨年度までのこの自治

会議におきまして、３月４日付ですか。本年

の３月４日付で自治基本条例についての答申

をいただき、その中に公開政策討論会のあり

方についての諮問等が、答申等がございまし

た。これらに基づきまして、新たにまた、年

度明けた委員の皆さんに諮問をさせていただ

いたところでございます。

また、若者議会の発足から、これで今回も

う５期目ということになりまして、全国もい

ろいろ大きな注目を集めるとともに、さらに

普遍的な制度にしていくためのさまざまな改

善点も山積みになってるかと思います。そう

したことも含めて、忌憚のない御意見をいた

だけたらと思っています。
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新城市で自治基本条例を定めたのが、平成

２５年ですので、これで６年目ということに

なります。全国で自治基本条例というのが制

定始まったのが、北海道のニセコ町でありま

したけども、以来、全国１，８００ある市町

村のうちで、３００を超える自治体の中で、

自治基本条例が制定されてきました。それぞ

れの町の特色、それから、歴史、また、それ

ぞれの自治体の考え方に基づいて、自治基本

条例、さまざまな形をとっていますけども、

新城市においては、幾つかの新城市の特徴が

ある事項も定めました。地域自治区制度。そ

して、市民まちづくり集会。そして、住民投

票制度。さらには、子供の参加の権利、まち

づくりへの参加の権利もうたったところでご

ざいます。

さらに、いろんな自治体の自治基本条例が

ありますが、私どもとしては、先ほどまちづ

くり推進課長の森が申し上げたとおり、条例

をつくって終わりということには絶対にしな

いように、その進捗について、その都度新し

い状況変化に合わせながら、暮らしアップを

したり、必要な改正をしたり、取り組みを続

けてきました。そのエンジンとなるのが、こ

の市民自治会議でございます。新城市内外か

ら注目された若者政策、若者議会条例につい

ても、この市民自治会議からの答申を受けて、

若者議会を設置した経緯がございました。

そうした点で、今回、答申を、諮問をいた

します政策討論会条例。また、若者政策も新

しい検証。新城市らしい住民主役のまちづく

り。そして、地域の皆さんが、それぞれ自分

の声を主体的に上げながら、まちづくりを進

めていく。そうしたことにふさわしい条例に

ついての考え方を、ぜひ皆さんでまとめてい

ただきたいと思います。この間の地域自治区

制度の進展や、あるいは、若者政策、女性議

会等の進展を通じて、新しい若々しいメンバ

ーを、この市民自治会議に結集をしていただ

きました。また、産業自治を進めてきました

ので、企業の中からもこの会に参加をしてい

ただいています。これまでにない新しい局面

を、この会議の皆さんのお顔を見て、実感を

したところです。ぜひともそれぞれ思いのた

けをこの会議の中で議論いただきながら、ま

た、お互いを尊重しつつ、答申に向けて御議

論を重ねていただければ、ありがたいと思い

ます。

それぞれお忙しい中でありますので、お体

に十分に気をつけてもらいながら、今後、自

治会議の政治に合わせて、ぜひとも御支援と

御協力をお願いをして、第１回の市民自治会

議、また、委嘱辞令の交付に当たりましての

御挨拶とさせていただきたいと思います。鈴

木会長を中心として、ぜひとも活発な議論を

いただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。

○事務局 ありがとうございました。

続きまして、会長より御挨拶いただきたい

と思います。会長、よろしくお願いいたしま

す。

○会長 はい。ただいま会長のほうに推薦を

いただきました愛知大学の鈴木誠と申します。

市民自治会議の条例を読みますと、市長の諮

問に答えて、諮問内容についての答申しなけ

ればならない。その諮問内容についても、さ

まざまな情報収集をして、そして、検討を重

ねながら、多くの市民の皆さんの意見をよく

聞いて、そして、ふさわしい答申をつくり上

げていく。大変重い責任をもった作業が、こ

れから始まってまいります。これまでは、事

務局のほうからさまざまな御提案もいただい

て、そして、我々自身もみずから勉強して、

そして、意見交換を重ねながら、答申を行っ

てきましたが、ことしはその比重が恐らく

我々が勉強をする。そして、こうあるべきで

はないか、そういう議論を重ねるところが、

多分７ぐらい。まあ言うたら、８ぐらいにな

る可能性があります。事務局からのさまざま

な提案もあるかと思いますけれども、それに
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もきちっと耳を傾けつつも、我々自身が日常

の生活感覚も大事にして、そして、みずから

法律の勉強をして、そして、市長の諮問にふ

さわしい答申案をつくり上げていく作業を、

責任を持ってやり遂げていきたいと思います。

そういう気持ちでおりますので、どうか最後

まで御一緒に、精いっぱい検討に取り組んで

いただけますように、よろしくお願い申し上

げます。

○事務局 ありがとうございました。

それでは、市長はここで退席させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。

○市長 よろしくお願いします。

○事務局 それでは、会長が決まり、皆様の

お顔見せもできましたので、新城市自治基本

条例第５条第３項の規定に基づき、これから

の進行は会長にお願いしたいと思います。

会長、よろしくお願いいたします。

○会長 はい。それでは、議事を進めてまい

りますので、どうぞ皆さん、よろしくお願い

申し上げます。

○事務局 お願いします。

○会長 本日の議題は、お手元の次第にあり

ますように、２点あります。その後、報告が

ございますけれども、今日は議題を中心とし

て取り扱ってまいりたいと思います。

まず、（１）新城市自治基本条例に定める

市民の権利を具現化するための公開政策討論

会条例について。

これは一括して行いますか。それとも一つ

一つやるんでしょうか。

○事務局 一つ一つ……。

○会長 はい、わかりました。

じゃあ、まず（１）について事務局のほう

から委員の皆様のほうに、説明お願いいたし

ます。

○まちづくり推進課長 失礼します。資料を

見ていただきますと、ページが振ってありま

して、今、会長が読み上げていただいた受け

取られました諮問書が３ページにございます。

これは委員様へ配付するものでございまして、

こちらの諮問事項が、今議題となりました

（１）番でございます。新城市自治基本条例

の定める市民の権利を具現化するための公開

政策討論会条例についてということでありま

すけれども、公開政策討論会が２年前の新城

市長選挙におきまして、開催をされました。

それ以前にも、４年ごとの市長選挙、または、

知事選挙、県議会議員選挙など、それぞれの

局面で、公開政策討論会というものは新城の

青年会議所、ＪＣの方の協力というか、主催

で開催をされております。

特に、昨年度の市民自治会議におきまして、

集中的に議論をしていただきました。その結

果、先ほど市長からも御紹介がありましたけ

れども、５ページにあります３月４日付の新

城市自治基本条例について答申というものに

なります。こちらをまとめ上げるに当たりま

して、１年間、市民自治会議の皆様が検討を

していただいております。

このまとめをさらに、するに当たりまして、

もう一つ作業部会という部会を立ち上げて議

論をしていただいております。そちらが７ペ

ージにつけさせていただいております。公開

政策討論会検討作業部会まとめというものに

なります。こちらには、７ページから１１ペ

ージまでということで、多項目にわたりまし

て、まとめをしていただいております。大き

く見出しだけいいますと、なぜ公開政策討論

会を開催するのかというところ。それから、

２番の８ページの一番上の公開政策討論会を

どうやって開催するのかというもの。それか

ら、４ページには仕組みとしまして、公開政

策討論会を誰が開催するのか。そして、４番

の付帯事項という構成になっております。

そもそも公開政策討論会のイメージがわか

ないという方もいらっしゃるので、一番わか

りやすい資料としましては、１３ページのチ

ラシをつけさせていただいております。こち

らは２年前の新城市長選挙におきまして、選
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挙の告示前に立候補予定者がそろって公開政

策討論会に臨まれたものになります。当時、

市長選挙には、白井さん、穂積さん、山本さ

んが立候補予定者でありました。それぞれの

テーマを、この実行委員会の方々で絞りまし

て、地区も、つくで会場では、人口政策。鳳

来会場では、産業政策。新城会場におきまし

ては、市民自治の政策。この３つのテーマで、

３つの会場それぞれで開催をしていただいて

おります。

イメージがわかない方もいらっしゃるので、

ちょっと動画を簡単に見ていただきたいと思

っております。ちょっと準備するまでお待ち

いただきたいんですけれども、この公開政策

討論会に当時、参加された方いらっしゃいま

すか。参加っていうか、傍聴された方。あり

がとうございます。

それでは、２年前は参加していないんです

けれども、どういった選挙、以下にかかわず

公開政策討論会に参加したことがない方。あ

りがとうございます。

じゃあ、ちょっとそういう方もいらっしゃ

るので、イメージとして簡単に映させていた

だきたいと思います。これ、ユーチューブで

公開政策討論会って検索しますと、いろいろ

出てきます。新城もその３会場のものが誰で

も見れるようになっておりまして、ちょっと

ここで見ていただきたいのは。

（映像）

○まちづくり推進課長 鳳来地区ですね。こ

れは、「かせぐまち」っていうテーマで行っ

ております。途中から再生していますけれど

も、穂積さん、山本さん、白井さん、それぞ

れが最初にかせぐまち、産業政策について自

分の主張をされまして、このときは、コーデ

ィネーターの方、こちらにいらっしゃるんで

すけれども、基本的には、それぞれがほかの

２人に対して質問をする。まあそんな形式で

確かやったと思います。あちらにやっていた

だいた方いらっしゃるので、説明していただ

くのが一番いいんですけども。

で、これをやると、穂積さんが何考えてい

るのか。山本さんが何考えているのか。同じ

く白井さんがどういうアプローチかというの

がわかる。お互いにディスカッションができ

ましたというのが、こちらです。

まあちょっと内容につきましては、ここで

は深い話はできない、言及しませんけれども、

中には、かつて新城のＪＣの方がされました

公開政策討論会の形式もあります。これは三

沢市長の選挙なので、新城市市長ではないん

ですけれども、さっきのとちょっと違うのが、

この市長候補者に対して、１人、ここにＪＣ

の方がいて、一問一答形式になります。例え

ば、少子高齢化対策についてどう思いますか。

このＡ候補が、「私はこう思います。」。Ｂ候

補は、「私はこう思います。」っていうことを

やり、次のテーマになって進めていくという

ことで、ここの候補者同士のかけ合いってい

うのがないパターンっていうのは、比較的多

いです。

今回、２年前に行った新城の画期的なとこ

ろは、このお二方、まあ３人でしたけど、候

補者同士で、あなた何考えてますか。このち

ょっとさっきの言ってることと違うんじゃな

いですかっていうところのやりとりがなされ

て、まあ非常にこう臨場感があるというか、

相手の顔色一つでどう思ってるのかとか、自

信があるのか、ないのかとか。まあそういっ

たところもわかってくるっていうのが、私は

参加して思いました。

もう一つは、そのコーディネーターの方の

まあ器量というか、技術というか、知識とい

うか、そういうものに余り左右されずに政策

討論会が進行していくかなというのが、新城

方式、２年前のやり方の特徴かなというふう

に、私は感じております。

きょうはその具体的な内容よりも、まあこ

ういうイメージを共有できるといいかなと思

いまして、公開政策討論会の動画、模様を映
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させていただいております。

では、イメージはわきましたかね。参加さ

れたことない方は、イメージわきましたかね。

今回、その公開政策討論会について、去年、

市民自治会議の方。あるいは、作業部会の方

が熱心に議論いただいて、まとめ上げていた

だいたんですけれども、結論は、こちらに書

いてあるとおり、公開政策討論会を制度化し

てほしいという結論なんですね。ですので、

これを受けまして、市では具体的な制度設計

をしていくことになります。

市民自治会議からいただいた方針について、

市のほうでは議論を進めるんですけども、５

ページを見ていただいていいですかね。すい

ません。戻りますけれども、５ページの一番

下のあたりですね。１番、公開政策討論会に

ついてというところで、公開政策討論会は主

権者である市民の知る権利を保障する機会で

あり、まちづくりの担い手である市民の参政

意識の向上を図る機会である。ただし、立候

補予定者の参加なくしては成り立たないため、

立候補予定者の視点も考慮した上で、自治基

本条例に位置づけた制度を設計されたいとい

うことで、さらに読みますと、それとともに、

以下２から４の諸点を踏まえた条例化に取り

組み、公開政策討論会が新城市において継続

して開催できるよう検討いただきたいという

ふうに書いてあります。

ですので、去年まで市民自治会議にいらっ

しゃった方は、私が説明するまでもなく、よ

りお詳しいことと思いますけれども、ことし

の市民自治会議の皆様には、この制度設計に

ついて議論をいただき、条例化、条例案まで

検討して、市長に答申をしていただきたいと

いうのが、今年度の１つのゴールでございま

す。

詳しい内容につきましては、去年まで議論

していただいてます、作業部会でも議論して

いただいてる方にフォローしていただきたい

なと思いますけれども、６ページをちょっと

さらっと見させてもらいますので、あとでフ

ォローのほうお願いしたいと思います。

６ページでは、公開政策討論会の企画につ

いてということで、どうしても政治色が強い

ものですから、やはり運営については中立公

正で、老若男女、誰もが気兼ねなく参加して

いただけるようなものに注意を払ってほしい

ということが注意書きとして書かれておりま

す。

それから、３番の運営について。こちらも

早い段階で準備したほうがいいよというよう

なことや、参加できない方の知る権利を保障

するシステムを検討してほしいということが

書かれております。

４番の仕組み、組織ということにつきまし

ては、１つは民間団体。例えば、ＪＣですね。

青年会議所の方が主催する方法と、もう一つ

やり方としては、市が実施する方法がありま

すということが書かれております。

さらに付帯事項としましては、市民の市政

に対する関心を高めるために、市民自治社会

の構築に向けた現政策の分析と評価。さらに

フォローアップを図られたいということで、

これはもっと詳しくは、作業部会のまとめを

見ていただくとわかるんですけれども、若者

議会や、女性議会や、中学生議会。地域自治

区、さまざまなその市民がかかわってまちづ

くりに協力していただける制度っていうのが、

新城あるんですけれども、参加しても、何と

なくその消化不良というか、言っただけでお

しまいというか、まあそういったものがある

よ、見受けられるよということで、まちづく

りに参加することが大事だよっていうところ

は間違いないんですけれども、市はそういう

仕組みを用意しても、参加だけさせといて、

まあ言ってみれば、言われせるだけ言わせと

いて、その後は何も知らない顔でっていうこ

とになると、形だけじゃないでしょうかとい

うような注意指摘もいただいてるかなと思い

ます。
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続いて、７ページからの公開政策討論会作

業部会のまとめを見ていただきたいと思いま

す。これは、どうしましょう。私のほうから

言ったほうがよろしいでしょうか。それとも、

作業部会の方に言っていただいたほうが。

○会長 まず、資料の説明だけしたほうがい

いと思います。

○まちづくり推進課長 はい、わかりました。

○会長 であと、それについて、作業部会に

かかわった委員がお見えになりますので、そ

の方から、自分が非常に印象に思ったことを

自由に言っていただいていいかなというふう

に思います。それから、皆さんからの御指摘。

どうでしょうか。

○まちづくり推進課長 はい、ありがとうご

ざいます。

そうしましたら、７ページの作業部会の方

のまとめとしまして見ていただきたいと思い

ます。こちら、最初に黒い丸がありまして、

公開政策討論会をやることが目的にしてはだ

めで、市民の参政意識の向上や、まちづくり

の担い手をつくるため、つくるというか、育

成するための手段であるべきだということが

書かれております。

それから、１番のなぜ開催するかというと

ころですね。目的です。これは最初の黒ポチ

で、市民の方が立候補予定者の政策や人柄を

知るために開催するとあります。そして、市

民の市政及び選挙への関心を高めるためとも

まとめております。

続いて、２番の公開政策討論会の望ましい

あり方、開催のポイントが書いてありまして、

ちょっと重複しますが、中立公正、誰もが気

軽に参加できるということが書いてあります。

そして、立候補予定者に参加を義務づけるも

のではなくて、立候補予定者がその意義を十

分に理解した上で、みずから進んで参加する

ものであるべきというふうに言われておりま

す。

そして、公開政策討論会だけが唯一無二の

政策や人柄について知る機会であるわけでは

なくて、ほかの手段とあわせて、複合的に開

催されることが望ましいと思います。

次のページをめくっていただきまして、８

ページになります。公開政策討論会をどうや

って開催するかというところで、開催時期に

つきましては、選挙における論点が早くから

明確になるためには、まあ早くから企画立案

してほしい。少なくとも、半年以上前には開

催に向けて主催団体が動き出せるようにする

ことが望ましいとあります。

それから、開催場所、開催時間、開催回数

ですね。若者向けにＳＮＳを活用した情報提

供の仕組みが有効じゃないかとかですね。公

開政策討論会の回数が多いと、時間的、金銭

的に立候補予定者の自由な政治活動を阻害す

ることになりはしないかということが書かれ

ております。

そして、開催形式ですね。こちらは開催形

式を固定化しないほうがいいというふうに書

いておりますが、市民が立候補予定者の政策

や人柄をより理解しやすいように、形式につ

いては常に改善する必要がありますと。

そして、コーディネーター。先ほどもあり

ましたけれども、コーディネーターはできる

限り地元の市政に精通している人がいいと。

そして、８ページの一番下の従来の一問一

答形式での進行はつまらない等の批判的な意

見がふえておりっていうのが、先ほど後で見

ていただいた従来型のＪＣの方のやり方のこ

とをおっしゃってるんだと思います。

９ページをお願いします。４番、開催費用

につきましてです。こちらは、公開政策討論

会を主権者教育の１つと位置づけ、行政から

公開政策討論会等に対し、支援が行えるよう

にするとあります。これはかなり具体的な提

案だと思います。具体的な支援策として以下

のものとして、費用、会場費、印刷費、その

他の費用。それから、広報、事務。こちらを

支援することがふさわしいと。そして、市役
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所、行政側の支援の型式としては、補助型と

委託型ということで、それぞれ類型を示して

いただいております。補助型というのが、実

際にかかった経費を精算するということであ

るのに対して、委託型は、実行委員会に初め

から委託をするということで、市民まちづく

り集会をイメージできる方はイメージしてい

ただきたいんですけれども、公募の市民の方

で構成する実行委員会に委託しまして、その

実行委員会が企画、立案、運営をしていただ

くということです。

以下、参考としまして、過去の公開政策討

論会では、１回につき２０万円を超える費用

が発生していますよということが参考に書い

てあります。

以下、ほかのクラウドファンディングや、

来場者からの寄附とか、まあそういったさま

ざまなやり方も参考に載せていただいており

ますけれども、なかなか難しいのではないか

ということで、上の市役所側、行政からの支

援で運営するのがいいという結論に導いてお

ります。

続いて、１０ページをお願いします。仕組

み、組織として、誰が開催するのかというこ

とで、先ほどの累計と近いんですけれども、

主催については、民間団体主催型と行政主催

型の２通りがあるということで、民間団体は、

例えば、ＪＣのような方に補助金制度を設け

て、費用負担を行政が一部賄うと。もう一つ

は、行政主導型というのが、実行委員会形式

となります。

参考意見、参考のところの記述としまして

は、ＪＣの方のメンバー、会員数が減少して

るので、ＪＣが今後継続して開催するってい

うのが、少し難しいかなというようなこと。

それから、ＪＣ以外の団体っていうのは、今

のところないんじゃないかということが書か

れております。

最後に４番、付帯事項です。主権者として

の市民の育成ということで、先ほども少し触

れましたけれども、いろいろ新城市では複数

のいろんな仕組みがありますけれども、市民

の市政に対する関心がまだ低いという分析で

す。先ほど言ったようなまちづくりの参加の

仕組みがあります地域協議会、若者議会、女

性議会などなどありますが、いまだに市民の

市政に対する関心度が低い。その分析として

は、原因としては、１つは参加した後の市民

に対するアフターフォローが弱い。それから、

新城市のさまざまなまちづくり参加制度の全

体設計図が見えないのも、その原因じゃない

かと言われております。

改善策も提案していただいておりまして、

登録希望者に対する、それぞれまちづくり参

加の関連事業のダイレクトメッセージを送っ

たらどうだということ。それから、全体像、

相関図をつくったり、キャリアアップの設計

図をつくることがふさわしいのではないかと

いうことが書かれております。

そして、最後１１ページですね。開催を担

う人材の育成としまして、毎年、主権者教育

のあり方について検討及び主権者教育を実践

する場を設けるべきだとあります。費用、行

政、市役所としては、そういった主権者教育

の実践の場の費用、事務連絡などを支援する

ということが書かれていると思います。

そして、最後に主権者教育にかわる新城ら

しい言葉の選択としまして、これがすごく個

人的にはびっくりしたんですけれども、主権

者教育という言葉自体が、人によって解釈が

さまざまなので、わかりやすく伝えたり、説

明できる人が少ないということで、何かしら

こういい言葉、かわる言葉はないかというこ

とで模索をして、提案をしていただいており

ます。他人事ではなく、我が事と捉えるよう

にということで、以下の案が提案されており

ます。

以上、ちょっと私の理解では間違ってると

ころ、不十分なところがあろうかと思います

が、結論としましては、公開政策討論会をか
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なり具体的に仕組みとして、あるいは、運用

として注意点、行政が支援できること。さら

には、そのバックにあるまちづくりに参加す

る市民の方へのそのまちづくりの啓発ですね。

そういったものまで踏み込んでいただいた答

申かなというふうに受け取っております。つ

まり公開政策討論会の条例をつくるだけが目

的にならないように、それ以外の市民自治の

まちづくり参加の仕組みのこれまで手が届か

なかった改善点も同時に進めていかなければ

ならないのかなというふうに受け取っており

ます。

フォローがありましたら、ぜひお願いいた

します。

○会長 はい、ありがとうございました。

それでは、ここからは次のような手順でや

っていきたいと思いますが、最初にちょっと

言い忘れちゃったんですけども、終了の時間

ですが、大体８時半をめどに考えています。

２時間ほどで、まず、今日は第１回目なんで

すね。終えていくようにしたいと思いますの

で、ちょっとそのことだけ意識しておいてく

ださい。

それから、じゃあ、今から行うことですけ

れども、議題の中の今、１つ目を説明しても

らいました。これは事務局として、まず皆さ

んにぜひ御説明したいところというところで

説明してもらったんですが、次に、昨年のこ

の作業部会というところでですね。いろんな

作業、公開政策討論会の考え方について。あ

るいは、制度設計について意見交換をされた

方がお見えになります。その方に、今の森さ

んの説明とはちょっと違う視点でも結構です

し、この公開政策討論会についてですね。ど

んな意見を持っているのかというところを少

し説明をしていただきたいなと思うんですけ

ども。

参加された方はちょっと手を挙げてもらっ

ていいですか。今日、〇〇さんまだ来てない

ですね。じゃあ、お一人かな。じゃあ、お一

人で、その後で、今度は皆さん全員から質問

をもらったりとか、あるいは、意見を出して

いただくことにしたいと思います。

じゃあ、〇〇さんお願いします。

○委員 はい。今さらっと説明をしてもらっ

たんですけど、実は、みんな多分これ落ちつ

いて読まんとわからんやっていう感じなのか

なと思います。

作業部会ってどんなのっていうところを話

したいと思います。実は、この作業部会には

この前のときの公開政策討論会を実際に取り

組んだ人も作業部会のメンバーになってもら

って、実際にやったときに困ったこととかこ

んな風にやったよっていうお話を２回聞かせ

てもらったところから始まって、いろんな人

が集まる作業部会なので、お互いに意見が違

ってるんで、ある程度、最初はもういろんな

ことをしゃべっちゃいました。で、意見が違

うよね。ここのとこ見方が違うよねっていう

ことも、ちょっとこんなにしゃべっていいの

っていうぐらい、最初はもういっぱいみんな

しゃべりました。で、この人とはこういうと

ころが違うんだなっていうのがわかったとこ

ろで、じゃあ、この実際の作業部会で相談し

なくちゃいけないことを話ししましょうって

いうような感じで、何だろう。一般の市民が

集まって会議をやるって、形としては、すご

い美しいのですが、実はみんな立場の違った

人が集まるので、１つのことを一緒に話すっ

ていうのはやっぱりすったもんだも伴わない

といけないんだなっていう感じで、この作業

部会始まりました。

全部で７回になったんですね。そんなにた

くさんの回数やることがあるのかな。何か、

ほら１つこう求められるというところがあっ

たとしても、そこへたどりつくまでにすごい

時間がかかる。うまくいっても、そうやって

たくさんの話し合いをして、意見を出し合っ

て、ここがみんながそうだよねって思えると

ころをまとめてもらったのが、ここに書いて
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あるこのまとめだそうなんです。

実は、このまとめは、公開政策討論会はこ

れやったほうがいいよねとか、こうだといい

よねということのまとめなんですが、一番最

後の４番目の付帯事項。本当はこれつけるか、

つけないかっていうことも、作業部会の中で

とっても話し合ったんですけれども、実は、

時間をとても使ったというのがこの付帯事項

の観点のところで、例えば、その形としての

討論作業であったとしても、それが形だけの

ものになってしまう。それに心がこもるとい

う言い方が正しいかわからないけど、それぞ

れの新城に住んでる人たちの思いを伺って、

本当に集めていただくとかあるいはいろんな

思いを持った人がまちづくりをするには、ど

うしたらいいよね。ここのところに、実はす

ごいすごい時間を費やしてしまったので、主

権者教育のところもそうなんですけれども、

本当にまちづくりが自分のことになる人たち

がいる新城にしたいねっていうのが、すごい

こう作業部会の皆さんの思いの中にも、いっ

ぱいあって。で、その中で、討論会という１

つの形について書いてあるのが、このまとめ

の１ページがあって、最後に、この付帯事項

は、時間が一番たくさんかかって、実は、み

んなの気持ちの一番下にたくさんあるのを書

き出しました。

ということで、ごめんなさいね。あんまり

大した説明になってないんですけど、そんな

感じで、たくさんの人が集まって話し合いを

して、例えテーマが決まってる。こういうこ

とっていう題が決まっているとしても、そこ

へたどりつくのにはちょっと時間がたくさん

かかるし、それから、立場が違う人が話し合

ってテーマ決めていくというのは、こういう

ことなのかなっていうのを、ここに出させて

もらって、すごい感じましたし、逆に、こう

いう形のまとめと、それから、諮問を出した

ので、本当に思いがこもったような条例化に、

あるいは、ちゃんとした形にしてくれたらい

いなというふうに思ってます。ごめんなさい。

全然具体的じゃなくて、全然わかんないです

けど。

○会長 はい、ありがとうございました。

それでは、これから皆さんから、この答申

と、それから、作業部会のまとめですかね。

これ読んでもらえたかと思います。今回、こ

の公開政策討論会を新城市の制度に固めてい

きたいというか、あるいは、やるというか、

行うという制度に仕上げていきたいんだとい

うようなことで議論をしていくわけです。

そこで、この公開政策討論会そのものにつ

いて、皆さんから率直な意見、思いであると

か、市議会のこととかいろいろ言っていきた

いというふうに思います。全員から意見出し

ていただけるとね。したいと思ってますが、

その前に、ちょっと私から事務局の最初の説

明に少し確認をしていきたいところが１点だ

けあります。

○まちづくり推進課長 はい。

○会長 お答えください。この以前行われた

新城市の公開政策討論会の資料の説明をされ

たときに、こんなこと言われたんですね。こ

れ、告示前にということで、この告示前に行

いましたよね。告示っていうのは、どういう

意味なのか。当たり前のことのようですけれ

ども、実は告示前と後とでは、随分いろんな

ことが違ってくるかと。まずこの告示という

ものは、選挙にとってどういう意味合いを持

つものなのか。これちょっと説明してもらえ

ますか。

○まちづくり推進課長 はい。選挙っていう

一言で言っても、いわゆる投票日。大概日曜

日なんですけれどもっていうか、ほとんど日

曜日なんですけども、この市長選ですと、１

１月の確か十何日が日曜日の投票日になりま

す。公職選挙法っていう法律で選挙のルール

っていうのが決まっておりまして、かなり厳

格に、正確に決められております。その投票

日に投票していただくためには、立候補を表
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明しなければならないんですけれども、その

立候補がいつできるのかっていうのが、市長

選でいえば、１週間前の告示日だったと思い

ます。ちょっと私も厳密にしっかり勉強して

きてないので、うろ覚えのところもあるんで

すけれども、選挙期間の前に告示というもの

があって、立候補表明があり、そこで正式に

立候補者が確定をします。で、その次の日か

ら、いわゆる期日前投票とか呼ばれてますけ

れども、実際に投票ができるというルールに

なっていきます。つまり告示から正式に立候

補者に投票ができるようになっていきます。

それを選挙期間っていうんですけれども、選

挙期間になりますと、いわゆるかなりいろん

なものが制約をされてきます。公職選挙法上、

制約されるものがたくさん出てきまして、逆

に、そのときからできるものもあります。例

えば、街宣車を使って、自分の名前を連呼し

たり、あるいは、自分に投票をしてください

というお願いも、この日からできるようにな

ったりしてきます。告示という意味合いって

いうのが、非常に重たくなってきます。

逆に、告示前っていうのが、いわゆるその

政治活動っていう形になりますので、そうい

ったここに書いてある立候補予定者というの

が、まさに立候補者ではなくて、立候補予定

者っていうふうになってるのは、告示日の前

にこういったものに取り組んでいるというこ

とで、このような表記になっております。

ちょっとすいません。わかりにくくて。

○会長 いえいえ、皆さん、よろしいですか。

立候補の予定者なんですね。まだ確定する前

の方の。その方の個人としての政治信条をで

すね。語ってないけども、その政治信条が地

球規模のではなくて、あくまでも新城市の市

政にかかわって、自分はこう思うということ

が言えるんですけども、そういう信条を持っ

てる方は、ぜひ表明したいということで、選

挙活動していくわけなんですね。

最もそこでどんなことを議論するかってい

うのは、これはもう一番皆さんの知りたいこ

と、議論をしたいというのを、ここいる討論

会を主催する側で考えて、皆さんで議論をし

たり、立候補予定者に議論をしてもらうとい

うこともできますし、立候補予定者のほうか

ら意見を求めて、討論のテーマというのを決

めることも。いろんな予定者の段階でできる

ものなんですね。

さあ、そういうちょっと確認をした上で、

それでは、早速皆さんからざっくばらんに今

日のところですね。意見を出してもらいます。

さあ、どうでしょう。何かこの諮問を受け

て、確認をしておきたいこと、質問であると

か、どんなことでも結構です。全員の方から、

今日は意見をいただきますけれども、どなた

かいかがでしょうか。

はい、〇〇さん。

○委員 いいですか。この答申についてかま

とめなんですけども、作業部会のまとめにあ

りますように、公開政策討論会を主権者教育

っていうのは１つの位置づけというのは、こ

れ、非常に大事なことでして。私が思うにで

すけど、最近、選挙がありましたですね。地

方の知事とか市長。あるいは、議会も。それ

で、投票率がどんどん下がっていってるんで

すよね。それは大変なことで。で、選挙権が

１８歳からになったのに、まあ記載してたん

ですけど、あんまり効果ないみたいでという。

このままいくと、３割切って、民主主義がだ

めになるっていうか、変になるっていう可能

性がある心配が出てきたんですけど、それが

なぜそうなるかという、そういうことを考え

ると、やっぱり政治に関心がないというか、

ないから、選挙に行かないというか、そうい

うところじゃないかと思うんですけども。

そうすると、やっぱり主権者教育というん

か、有権者教育をやっぱりしっかりやったほ

うがいいと思って。ほんで、公開政策討論会

はどんどんやるべきだという気がするんです

けど、そういうことはあんまり書いてないん
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ですけど、だけど、まあ一応主権者教育の基

礎というのは大事だということは書いてある

けど、具体的にはどういうことかというと、

書いてないんですけど、私はそれを思いまし

た。選挙の投票率がどんどん下がっていくっ

ていうことは、もう心配なんですよ。本当。

日本の将来が。それです。そういう意見です。

○会長 いつも〇〇さん、最初口火を切って

いただいて、よっぽど助かるんですが、今の

ような感じで、思ってることを、自分の主張

を、ここは言っていただいて結構です。また、

相手の意見に合わせて発言し合わなくてもい

いですし、全然違う観点でね。質問を出して

もらっても結構です。どんな形でも結構です

ので、御自身のね。気持ちを表現してもらえ

ればと思います。

じゃあ、いかがでしょうか。いかがでしょ

う。

はい、じゃあ、お願いします。

○委員 この場での議論の仕方もちょっとい

ろいろ考えてるんですが、まずは答申をして

いくためには、条例化をして、これを制度と

してやっていくには目的なんですが、この中、

細かい中でね。細かいっていうか、部会で含

めて、いろいろ検討していただいた中で、心

配するのは、今〇〇委員が言われたように、

政治的な関心もないのでそれを固めるってい

う方法と、この討論会をどうやって運営して

いくかという組織をつくっていくか、この２

つが一番問題点だと思うんですよ。こういう

のつくりましょうねって、答申はできるんだ

けど、実際、運用していくときの心配点はそ

こなんですね。

例えば、何て言うかな。政治に関心ないっ

ていうのは、市民が関心ない以上に、まあい

ろんなところも、議員さんに立候補する人も

減ってると。だから、そういう市民が政治に

参加する以上に、政治をやる議員さんが、ま

あ各所で減ってくっていう問題も、根本的な

大きな問題だと思うんですね。それは何だろ

うなっていうところも、まあこういうフリー

トーキングの中で話していく形になのかなと。

まあ１つは、自分が思うのは、何だかんだ言

うても、満たされとるのかなと。困ってない

から、まあ必要ないから関心がなくなってく

るのかなという部分があるのかなと。例えば、

ごみ問題なんかのときに、来月からもう収集

やめますよっていうことを投げて、じゃあ、

地域の人はどうやるんですかっていう危機感

を与えないと、いろんなことに参加していか

ないというのも１つの原因なのかなと思うん

ですね。

だから、これからちょっと議論していく中

で、ここの条例の内容ばっかじゃなくて、運

用していくときの問題点がどこにあるのかな

っていうのも、まあフリートーキングの中で

出されてくっていうのが必要なのかなってい

うふうに思います。

ですから、まあこれからの何て言うか。こ

の運用の仕方の１つの部分なんですが、これ

が主体になっちゃうといけないんだけども、

まあそういうような時間もとりながら、みん

なでそういう現状を分析するような時間もと

っていただくと、根本的なところが、いろん

なことがわかってくるのかなって思うんで、

まあそういう面で皆さんの意見をちょっと聞

きたいなと思いますね。

それから、ちょっとここに〇〇さんがいま

すが、アライアンスやったときに、せっかく

いろんなことを聞けるような諸外国と同じよ

うな自治体があるんなら、自分。まあ例えば、

新城市で困っとるようなことを、実際、いろ

んなところ。要は、仲間のね。まあ自治体で、

実際どうやってるのっていうのを、直接聞い

ていただいて、それをいただくっていうのも、

１つの今後、議論を深めるやり方に、今大き

な力になるのかなと思いますね。申しわけな

いけど、自分たちの生活圏の中で考えとると、

結論は出るだけど、本当に結論なのかなって

いうことがいっぱいあるかと思うんですね。



－15－

だから、いろんなところの意見が聞けるよう

な、１つのチャンスがあるので、そういうも

んも取り入れていただいて、そういうもんも、

こういう中で議論をさせていただくと、いろ

んな面でいい、何て言うかな。アイデアが出

るかなというふうに思います。

まあそういうことで、ちょっと今後の進め

方の中でね。方向をお願いしたいなと思って

ます。

以上です。

○会長 はい、ありがとうございます。

どうでしょう。ほかの委員。あんまり僕も

まとめるということをしないように今したい

と思います。どんどん言いっ放しで結構です。

自分の立場で、自由に言っていただいていい

かと思います。いかがでしょうか。

〇〇さん、どうですか。

○委員 去年、参加させていただいてですね。

すごいやっぱりいい議論というかですね。作

業部会での議論というのは、物すごい。いわ

ゆる対抗、いわゆる候補者同士が同じその席

というかで、話を、そのブレインの人たちが

こう話し合ってるというかですね。非常にこ

うその中で、１つ集約してくっていう、１つ

の形態を見たんですけど、私、それは今、〇

〇さんが言ったように、話し合いっていう１

つのプロセスがあったからこそなんだろうと

いうふうに思うんですね。

ただ、やはり政治の世界っていうのは、な

かなか話し合いという部分が、なかなかいか

ないっていうのが、いわゆる選挙なんだろう

なって。そこの中で、いわゆる市民の人たち

が選ぶわけですので、そのリーダーを選ぶと

いう、まあこういうプロセスですよね。そう

すると、条例。まあ今回、条例をつくってい

くっていうことになるわけですけど、この自

治基本条例もそうなんだけど、それが機能す

るかしないかっていう、そういうようなこと

にもなろうかと思うので、今後、議論してい

く中でですね。やっぱり今話してる、いろん

な話をしていくっていうことは必要だろうっ

ていうふうに思いまして、ただ、それが時間

が足りるのか、足りないのなっていう、非常

に難しいところがあるなっていうふうに思い

ますので、ぜひ、こう例えば、さっき〇〇さ

んがおっしゃったように、ごみの問題で言え

ば、じゃあ、明日からごみの職員いなくなり

ますよって、それは現実にはあり得ない話で

すよね。だけど、僕らは生まれてから、それ

が当たり前のようにあるわけなんですね。そ

こに場が。そうすると、そこの中で言えば、

自分がその中の公共、まあ公共の１つのサー

ビスを受けてるっていう。まあそれは当たり

前だという、こうなってるわけですよね。そ

れをもう一度考えるっていうのは、１つおも

しろいというかですね。だからこそ、自分が

能動的に参加しないと、それは今後、例えば

少子化とか、財政の問題で、それってなくな

っちゃうよねっていうようなことになるかも

しれない。そういうようなことも１つあって

ですね。まあ政治参加っていうか、市政への

参加っていうのは何なのかということが、や

はりすごいやっぱり大事なことだろうという

ふうに思うので、また、そういったことも議

論していくっていうのはいいことだろうなっ

ていうふうに思いました。

以上です。

○会長 はい、ありがとうございました。

じゃあ、〇〇さん。

○委員 はい。そうですね。私は条例化して

いくっていうことなんですけども、多分、こ

の中には、今年のゴールをどういうふうに落

としどころつけるかっていうのも大体イメー

ジできてる方も、多分たくさんいると思うん

ですけども、やっぱりさっきから皆さんが話

してるように、その中で、どのように、どこ

を大事にしていくのか。何の目的のもとにや

ってるのかっていうところの議論をしっかり

していくべきなのかなというふうに、僕も思

っています。
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さっき〇〇さんが、付帯事項のところが一

番時間をかけて議論をしていったというふう

な話もされていたんですけれども、そうです

ね。結局やりっぱだったりとか、まあつくっ

たけど、何か形だけのものっていうのは、市

政を、こういうのをやっていく中では、やっ

ぱりしょうがない部分もあると思うし、だけ

ど、そこはどうにかしなきゃいけないってい

う部分のそのジレンマを、今年１年で、その

落としどころは落としどころとして、ちゃん

とつくっていくんだけれども、まず課程でど

こまでここで高めていけるのか。そこで高ま

ることによって、やっぱりその後、どれだけ

それがうまく今後のそのテーマ、公開政策討

論会っていうのはうまくやっていけるのかに

かかわっていくんじゃないかなっていうふう

に思ってるんで、そうですね。まあ真面目な

ことからしょうもないことまで、いろいろお

話をできればいいかなというように思ってお

りますので、よろしくお願いします。

○会長 最初はベテランの皆さんには、いろ

いろとコメントをしていただきました。途中

で〇〇さんにいきなり振りましたけども、次

の世代の人にバトンを渡していくっていうこ

とが、ずっと市政の大きなテーマでもあるの

で、先輩たちが何か言ったことをおとなしく

聞いて、それに答えるようなことを言わなく

ても全然いいですので、皆さんに合ったお考

えのもとですね。感じていることをですね。

公開政策討論ですけども、１つの制度にして

いくと、うまくできるところなので、そもそ

も制度にすることは意味が本当にあるのかと、

疑問に感じることでも結構ですのでね。自由

に意見をいただきたいというふうに思います。

さあ、じゃあ、どうでしょうか。ほかの委

員の皆さん。どうでしょうね。

○委員 じゃあ、すいません。もう一回、い

いですか。

○会長 ええ、いいですよ。

○委員 公開政策討論会のですね。まあやる。

本当にやってもらいたいんですけど、何か聞

きにいってためになるというか、おもしろい

ような内容でできないんですかね。ちょっと

聞きたいんですけど、その部分。作業部会の

人でもいいんだけど、どういう話があったか。

かた苦しい、相手。まあ新城市のように、相

手を攻撃するようなことをやってると、何か

難しいんじゃないかと思うんですけど。何か

うまい方法あるんじゃないのかと思うんです

けどね。もっと聞きたくなるような、一般の

市民の人が。

○委員 発言権利がないじゃん……。

○会長 そこがちょっとね。また、そういう

発言していただく機会をつくりますのでね。

そういうの。はい。

じゃあ、〇〇さん、どうですかね。

○委員 はい。〇〇さんから始まって、まあ、

公開政策討論会については、一番最初のとこ

ろに、なぜやろうかというところから考える

とですね。必要な部分があるというふうに思

って考えてきたわけでありますが、それと同

時に、どうつくるのかが、どうしていくって

のはおかしいんだけども、これをやっても、

どれだけ集まってくれるかとか。あるいは、

集めるとどうするか。そこに主権者教育とい

う言葉があるわけでありますが、その辺をど

うしていくかなという、それがいつも思う、

頭の中にかかってですね。今、立場上、区長

という立場でやっとるわけでありますが、区

の中でいろんなことやっとっても、なかなか

浸透していかないという部分。地域協議会に

もかかわらせてもらっとんだけども、そこで

せっかくいいことやっても、拾っていこうと

いうこともなかなか広がっていかないという

部分。広報をしたりとか、いろんなとこやっ

て。あるいは、地域に帰って、委員さんから

口コミでいくほうが一番良いじゃないかとか

言ったり、さまざまなことを考えておるんで

すけど、なかなか広がりがないんですよ。

先ほどごみ問題の話が出たけども、そうか、
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そうかと、そう思っていたわけでありますが、

たまたま私が東新町のことですね。ごみの分

別回収のところで、非常に皆さんの手伝いが

あると。もちろんボランティアのあそこ何だ。

環境を考える会っていうボランティアなんか

をやって、それが先だってやるわけじゃない

ですが、それとともに区民全員がそれぞれ役

割分担をして出ていってるんだろう。半強制

的な部分もあるんですけどね。でも、それで

出てくる。そういうときに、これもって分別

回収そのものが少しずつ好転していくという、

そういうｹｲｶｲ問題あると思うんですが、まあ

それはそうとして、その小さなことでありま

すけども、それと同じように、この公開政策

討論会、必要と思いますので、やることにつ

いてはそうですが、それをどう一般市民に引

き出していけるかというところの大きな問題

かなというふうに思っています。

○会長 まあさっき〇〇さんはテーマ、どん

なおもしろいテーマがあったらというふうに

ね。いきなり振られましたけど、まあテーマ

も大事だけども、やり方ね。いろんなその目

標を持って、誰が取り組んだらおもしろいだ

ろうかっていうところもあると思うんですけ

どね。

じゃあ、ちょっと皆さんにどんどん意見聞

きましょうかね。じゃあ、〇〇さん、どうぞ。

○委員 はい。自分はまあ仕事の関係で豊橋

の青年会議所に、一応６年間活動をやらして

もらってまして、まあそれで大分、もう１０

年ぐらい前でして、そのときに、ちょうどこ

の公開討論会っていうのもＪＣでやっていこ

うっていう、全国的に活動を始めた、まあそ

んなようなときに、自分はかかわらせてもら

ったんですけども。

さっき、あれビデオ、ビデオっていうかユ

ーチューブの動画見て、鳳来町でやったやつ

も、すごい人が入ってたもんで、すごいなと

思って。で、自分たちがやってたときって、

こういうチラシとか配って、駅前でやります

よなんてやったんですけど、結構ガラガラだ

ったんですね。なので、うまいしつらえで人

呼んだなっていうか。で、その中でも、やっ

ぱり興味のある人は、当然ながら、そういう

のって出てくると思うんですけども、これか

ら、これを制度化、条例化にしていく中で、

みんながこう来やすいっていうか、興味ない

人でも、これおもしろので、行ってみようと

いうような、そんな。さっきもしつらえの話

をされてたと思うんですけど、そういった部

分がこれから大事になってくるのかなという

ふうに思いました。なので、最初やってたと

きは、本当そのコーディネーターの人、しゃ

べるのがうまいので、うまくこう仕切ってや

るんですけども、もうそれも見なれちゃうの

で、行ってもおもしろくないな。で、さっき

のその進め方が新城のやり方っていう話され

たと思うんですけど、やっぱりしつらえをど

んどん変えていくことによって、おもしろい

ので、行ってみようっていう、そんなふうに

なっていくのかななんて感じました。

○会長 〇〇さん、いかがでしょうか。

○委員 ちょっと先ほどからお話聞いて、す

ごくこの場にいるのが恥ずかしくなってしま

うんですけど、こういう選挙には必ず投票し

てます。でも、公開政策討論会っていうのが

あることすら知りませんでした。本当恥ずか

しいことだなと思うんですけど。地元でもそ

うなんですけど、いろんな行事とかイベント

とかこういうものがあっても、知らずに済ん

でしまうというか、特に私も仕事をしてると

きは忙しくて、ほのかとか来ても読まなかっ

たりとか、そういう市のほうからいろんな情

報を出してくれてるにもかかわらず読まなか

ったりとか、そういうこともあるので、知ら

ないっていうことがすごく恥ずかしいことだ

なっていうふうに、今お話を聞きながら思っ

てるんですけど。特に政治に関心がないわけ

でもないんですけど、こういうものがあるっ

ていう、こう耳に入れようとしないっていう、
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ちょっと自分が恥ずかしいなっていうふうに

思ったんですけど。わかれば聞いてみるとお

もしろそうだな、行ってみると何か候補者の

方々がどういう考えでこう立候補されてるの

かなっていうのを聞いてみたいなっていうふ

うに思うんですけど、やっぱりやっているっ

ていうことを知らないっていうことで、ちょ

っと恥ずかしいと思いました。

○会長 候補者の段階だからっていうのもあ

るのかもしれないですけどね。立候補を表明

したら、もう言う言葉の重みが随分また変わ

ってくる可能性もある。そうすると、〇〇さ

んのような方も瞬時に聞き分けて、いろいろ

と行かれたり、あるいは、情報収集されるの

かもしれません。その立候補の予定者の段階

で、いかに関心を持ってもらうような企画を

するのかっていうことを、大きな課題にもな

ってくるのかもしれませんね。

〇〇さん、どうでしょう。

○委員 はい。私も、まあ皆さんの意見聞か

せていただいて、納得するようなものがたく

さんあったんですけども、まず〇〇委員も言

われましたように、関心がないっていうのは、

すごく私も思うこともありまして、いや、私

の場合は、皆さんとちょっとレベルが違う、

低いレベルなんですけども、子ども会をやっ

てて、それを理解してもらえる保護者と、そ

うでない保護者っていうのがすごく分かれて

しまう。やっぱり理解してくださる保護者の

方は、そうだよね、わかってくれるよねって

いう保護者の方。そうじゃない方は、やっぱ

りそうじゃないのかなっていう、もうその方

たちをどういうふうに理解してもられえるの

かっていうふうに思うんですけども、底面か

らそういうふうに思っているので、関心をも

ってもらうっていうのは、どういうことをす

ればいいのかなっていう、もうその原点って

いうのが、そこからまずかなり考えてしまう

っていうふうに思いました。

〇〇委員言われたように、宣伝の面、そう

いうためにも、どういうふうにすればうまく

伝わるのかなっていう、もう第一歩から、そ

こから考えないといけないのかなっていうふ

うに思いました。

○会長 子育てという忙しい仕事もあるし、

その一環で、今度は子ども会の仕事があって、

目の前の子供たちをどう、あるいは、その家

族をどうやはり巻き込んで一緒に動いていく

かっていう活動をしてる最中に、それ以上の

関心のあるテーマが入り込んでくる余地があ

るのかどうかですね。実際ありますよね。そ

ういうことね。

〇〇さんのおっしゃったことも、そういう

とこもありますよね。

○委員 そうですね。

○会長 はい。じゃあ、〇〇さん。

○委員 はい。実は、僕、地域協議会のほう

参加させていただいてるんですけど、今現状、

若者の政治離れと結構うたわれますように、

僕の地域協議会のほうでも、２０代は僕１人

しかいなくてですね。どちらかというと、祖

父母や親世代の人が多くて。で、第４期の若

者議会でも、前回の知事選のときにパネルを

用いて自分の思いを書いて、ＳＮＳ、ツイッ

ターやフェイスブックに公表したんですけれ

ども、調べてる最中に、１個意見があったの

が、いや、投票してって言われても、政策何

かわからんしみたいなことが書いてありまし

て。僕も今まで、とりあえず投票しにいこう

というふうには考え、行ってきて。で、まあ

これといって詳しく調べてくわけでも。何か

名前のある人など、知名度のある人に、どち

らかといえば、投票してしまっていたんです

けども、今後、その若者の投票率が低下とか、

考えられるときに、どうやってその若者の人

に情報を伝えていくか。まあＳＮＳを使って

いくとか、もしくは、例えば、税金を納める

など、何かそのペナルティーじゃないですけ

ど、そういったことをした、半強制的にした

ほうがいいのかなっていう部分もあって。
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例えば、選挙カーが走っていても、ああ、

うるさいな、何か否定的な考えを言ってる人

も結構多く見かけるので、今後を担う、僕た

ち若者世代がどんどん積極的にこういった場

や、投票の場。今後、この公開政策討論会が

条例化されたときに、さっきの動画でも結構

お年寄りの方が多く見られて、今後どうやっ

て若者の人を積極的にこういった場に呼ぶな

ど、参加してもらうなどを考えていく必要も

あるのかなと思います。

○会長 〇〇さん、どこに住んでるんですか。

○委員 僕、舟着の鳥原地区というところに

住んでいます。

○会長 そこで２０代１人。

○委員 はい。

○会長 そうなんですか。

そうしたら、２０代ですかね。〇〇さんね。

若者ついでじゃないですけども、連鎖で。若

者若者ってね。選挙離れとかなんかネガティ

ブなのがずっと出たけども、〇〇さんはいか

がですか。

○委員 はい。私はぎりぎりまだ１０代なん

ですけど、４期の前期のときに、若者議会で

中学生に向けて教育ブランディングチームっ

ていう教育に携わってるチームに入っていた

ので、そこで企画した中学生に向けたワーク

ショップを開催したんですけど、そのテーマ

として、若者の政治離れとか、若者が政治に

無関心じゃないかっていう思いから、その意

識を変えていこうっていうテーマでワークシ

ョップを行ったんですけど、その中学生が相

手だったので、テーマとして政治っていう言

葉は使わずに、まちづくりっていう身近な言

葉にしてワークショップを進めていきました。

先ほどから若者っていう言葉がよく聞いて、

やっぱり若者は政治って聞くとかたくなるし、

ちょっといいよっていう感じになるんですけ

ど、何か言葉をかえて、まちづくりだよとか、

何か先ほどのごみとか関係してるんだよって

いうことを認識させたり、あと、私のワーク

ショップ対象の人が中学生だったので、中学

生っていうと、社会を習い始めたり、今から

地域について知るぞっていう世代だと思うの

で、その世代から政治っていうかた苦しいも

のじゃなくて、身近にあるまちづくりであっ

て、それを選挙とか、そういうのに携わって

いるんだよっていうことを、わかりやすく身

近に感じさせたらいいのかなと思いました。

であと、若者がとっつきやすいような意見

でいうと、先ほどのこっちの１０ページとか

に書いてある、たわいのない話から生まれた

主権者教育の言葉についての話題もそうです

けど、若者はかた苦しい言葉が好きではない

と思います。参考になるような、まち育とか、

そういうまちと育てるっていう文字はとても

身近に感じやすいかなと思って。そういうも

のを用いると、こういう討論会でも、若者が、

ふーん、そうなんだ、そういうのあるんだっ

て、興味をまず持てるかなって思いました。

以上です。

○会長 なるほど。そういう若者たちと一緒

に勉強してですね。〇〇さん。

○委員 子育てをしながら、あるいは、介護

をしながら、あるいは、さまざまな形でお仕

事もしながら、どうやって政治に興味関心を

持ってもらって、高めていくか。私が実際、

向き合ってる子たちというと、高校３年生の、

今ちょうど修学旅行に行ってる最中なんです

けど、その子たちにどう興味関心を持っても

らうかっていうとこで。

主権者教育っていうところの作業部会のそ

の捉え方だとか、その議論のところで、傍聴

させてもらったんですけども、若者だけに限

らず、さまざまな年代の方々にも持ってる人

はね。興味関心は持ってると思うんですけど、

なかなか持とうと思っても、忙しいわって。

あるいは、もともと持ってなかったりってい

う方々のその掘り起こしの部分で、今ちょう

ど言ってもらいましたけども、〇〇さんのほ

うからも、その言葉。主権者教育という、や
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や上から目線的な表現よりは、やややわらか

い形で何が違った名称にしたほうがいいんじ

ゃないかっていう、その議論なんていうのは、

本当にその尊いことについて、やっぱり深め

て、煮詰めて話されてるんだなっていうのを

感じましたので、結果も大事なんだけど、何

かそういう議論を積み重ねていってるプロセ

スも、すごく新城は大事にしてるので、そこ

も何かいろんな僕なりにこう生徒たちと向き

合うといいますか、そういうとこも大事だな

というところも含めてやっていけたらなと思

いましたね。

あと、最後に、告示日前だからこそ、でき

るふり幅、幅が広いんだけど、逆に何でもあ

りになっちゃったら、これ大変なので、そこ

の部分ですよね。告示日後にできないことっ

ていうのはかなりありますので、前のとこで

っていうとこでいえば、前もこの会議の中で

ちょっと話をさせてもらったのは、例えば、

福祉の視点なんていう部分を、もっと前面的

に、介護で忙しいと。じゃあ、誰かに頼んで

家にいてもらおうじゃなくて、一緒に行ける

ような仕組みとか。多分、これ行間の中に含

まれてるんじゃないかなっていう思いが、何

回か傍聴させてもらったので、あえて言葉で

は入れてないですけど、この部会の紙面の中

には。そういったもの、ちょっと目が御不自

由、耳がちょっと聞こえづらいっていう方々

も、積極的に、前向きに社会参加できる、政

治参加できるっていうことも、何かこう告示

日のもう前だからこそね。何かそのできるふ

り幅もあるんじゃないかなっていう。自分も

いずれそうね。おりてきますから。気持ちよ

く、積極的に前を見て生きていくっていうこ

との、何か証を、新城から何か発信できたら

いいんじゃないかなっていうのも思ったりな

んかしました。

以上です。

○会長 〇〇さんを最後にもってきた理由が

何となくわかっていただけたでしょうか。皆

さんの意見を非常に感じ取ってくるところを、

上手に発表していただきました。

さあ、それで、今一通りざっと話を聞きま

した。時間の都合もありますけども、昨年の

答申、５ページ、６ページになります。さら

には、その答申をまとめた上で、重要な資料

として使わせてもらった作業部会のまとめと

いうかですね。これはちょっとページ数が多

いんですけども、７から１１ページまで。こ

の内容について、皆さんどうでしょう。ここ

は重要だ。ここのところをぜひこれからの作

業で、みんなで議論をしていく。あるいは、

自分でも本来気になっているですね。地域の

方の意見を聞いてきています。若者のメンバ

ー、会議のメンバーにですね。疑問になって

いる。どうでしょう。今度はここが重要じゃ

ないかっていうところを紹介をしていく、指

摘をしていただくだけでもいいかなと思いま

す。そんなふうにやったときに、皆さん自身、

どうでしょうか。ここが重要だな。ここが気

になりましたっていうようなところから入り

ましょう。

今の〇〇さんは、ちなみに資料の中で、開

催の時期のことも言われてましたね。やはり

告示の前だからこそ、ふり幅がいろんなテー

マが扱えるんだから、となると、その時期っ

ていうのは、立候補予定者の人たちのいろん

な準備もあって、大体半年ぐらい前には、い

ろんな準備とかして、議論を準備。さらには、

議論もできればね。公開討論会ができていく

ような、あるいは、実際の取り組みもあった

ほうがいいんじゃないかというお話もありま

したしね。

それから、今ネガティブの人たちにも、今

新城で争点になってることは、こういうこと

があるっていうのは、届けをする場合には、

やはりそれ相応の時間も必要なってくる。広

報もかなり、ね。新城市民だからこそ、市政

に関心を持って、そして、自分の意見が言え

たり、あるいは、人の話が聞けたりという時
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間をしっかりと持てるような、そういう公開

討論会にすべきじゃないか、そういう意見。

さあ、そうすると、〇〇さんの意見ってい

うのは、この８ページですね。１）に、２）

にかかわってくることとしてね。

皆さんはどうでしょうか。どこの部分が特

にありましたか。

〇〇さん、何か。どうです。

○委員 はい。私は、また若者に向けてなん

ですけど、２番の運営についての２）若者世

代に向けては、ＳＮＳ等の活用をした情報提

供の仕組みとあると思うんですけど、多分、

皆さんの想像されてるのはツイッターとか、

フェイスブックとか、インスタグラムとかだ

と思うんですけど、そういうものって本当に

簡単に情報を与えられるし、関係ないなと思

ったら、指１本でヒュンって、違うのに変わ

っちゃうんですね。私も若者議会で地域交流

会だったり、いろんなことをするに当たって、

インスタグラムとか使ってるＳＮＳを使った

りするんですけど、長く見ないのが若者だと

思います。その画面を長く見ないのが若者で

あって、何かプリントをもらったりしても、

長く見ないのが子供で、じっくり見ないのが

若者だと思います。だからこそ、何か話すっ

ていうのがとても身近に感じるし、影響力が

あると思います。

○会長 なるほど。そういう提案もね。

〇〇さん、どう。

○委員 いや、本当すごいいい質問だと思い

まして。まあ若者だから、若者に対して情報

発信していただいて、若者の中で一番、ここ

一番普及してるＳＮＳを活用しましょうって

いうだけっていうのは、多分ミスリードなの

かなっていうふうには、僕も思ってて。今も

〇〇さんが言われたように、やっぱり情報の

取捨選択が自分でできてしまう以上、そこに

対して、こっちからＳＮＳでこうやって投げ

かけても、こっち側でこれを分けることがで

きてしまうので、あんまし広く全体に広める

に対しては、ちょっと余り向かないのかなっ

ていうふうには思います。興味のある人、個

人個人に対して情報を提供するのであれば、

ＳＮＳっていうのがすごく活用できるんです

けども、興味のない人にもっていうところを

考えると、まあ難しいところはあるのかなっ

ていうふうに思うので、考えていくとして、

若者は、じゃあ、ほのかを見ませんよ。で、

そのスピーカーで流れてるお知らせも聞きま

せんよ。ＳＮＳもこちらで取捨選択してしま

いますよっていうところで、じゃあ、ほかに

どんなのがあるのかなっていうのも、やっぱ

し考えていかなければいけないところではあ

るかなっていうふうに思います。

あと、もう一個、まあこれはまた僕のちょ

っと別の論点なんですけど、開催時期で２番

の１）かな。選挙おける論点が早くから明確

になるように、半年以上前には開催に向けっ

ていうところと、今度は大きい１番の２）か

な。立候補予定者に参加を義務づけるもので

はないっていう部分の兼ね合いが、また、こ

れを前々からこう準備していくんだけど、そ

の参加するのは、まあ確かに市民のためにや

るんだけれども、立候補者あってこそのこの

公開政策討論会なので、そことのやっぱし兼

ね合いを義務化しないけど、どうやって参加

してもらう、立候補予定な人に、とりあえず

参加してもらうのかっていう面も、ちょっと

大事な部分かなというふうには思います。

○会長 はい、じゃあ、〇〇さんお願いしま

す。

○委員 はい。僕は（１）番の市民が立候補

予定者の政策や人柄を知るため。これを理由

にしていったほうがいいんじゃないかと思い

まして。例えば、そのポスターとか、文面で

顔とか文章が出ても、どうしてもこの丸の。

例えば、親しい人の連絡のとり方は、何か文

の後に（笑）とか、何か感情を表現できます

けど、それ言っちゃえば、その文字で打って

る文面だけであって。実際、それを僕も笑い
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って言っても、顔笑ってないんですけど、な

ので、まあ自分が例えば尊敬する人の、尊敬

したい人っていうのは、やっぱり尊敬したい

人の性格とかしゃべり方。どんな人なのかな

っていうのを知るっていうのがやっぱり重要

であって、言葉にするのは簡単ですけど、こ

の人、顔強張ってるけど、何かどんなこと考

えてるかわかんないやとか、そういうのも思

うことも、多分あると思って。で、この人が、

例えば立候補者がこんなふうに考えてるんだ

っていうのを、まあわかりやすく、やわらか

く呼びかければ、この人のこんな話や考えを

お聞きしたいなっていうのも思う人がふえる。

関心度が上がるというふうな点で捉えていて。

なので、文章やそのポスターの顔だけではわ

からない部分も人っていうのはあると思うの

で。なので、その人の人柄が市民の人の参政

度というか、その関心を得るのには必要なん

じゃないかなと、僕は思います。

○会長 人の人柄って、どういったところか

らわかるんでしょうね。

○委員 まあ例えば、よく笑う人、感情の起

伏が激しい人とかは、自分が参考にしたいこ

とをやっている人。まあ温厚な人であれば、

多分。頻繁に怒ったりしないでしょうし。逆

に、それをなだめる立場である人なんじゃな

いかなと考えております。

○会長 なるほどね。半年ぐらい前に、まだ

ね。何を争点につくるとか、実際に争点にす

る内容によっては、そこで議論しようとする

気持ちの非常に強い人と、予定者もそうでは

ない人がいるかもしれないという、まあそう

いう浅いところから、だんだんと深くなって

いくんでしょうね。人柄っていうところが、

やっぱりすごく関心があるのかもしれないね。

ただこうやってざっと見たときに、どの人が

一番人柄がよさそうかなっていう、こいつは

悪そうだとかですね。多分、そんなことも実

は有権者って見ていきますよね。きっとね。

○委員 はい。それは今笑ってくださった皆

さんは、人柄がいい方々だと思います。

○会長 さあ、そうしましたら、どうでしょ

うか。この中で、まあ今回の資料の中で、ち

ょっと足りないものがあるんじゃないかなと

いう観点も含めて、一言どういった、何かこ

ういうのやりたいとかになりますか。今日の

ところの意見交換、自由な意見を出し合えて、

〇〇さん。

○委員 私ですか。どうにもね。皆さんでひ

っかかるのは、若者が云々って書いてあるん

だけども、今、新城の中で一番多いのが高齢

者っていうか、中年以上だと思うんですね。

住民は。じゃあ、若者、次の世代しょってく

から、若者は非常に重要なんだけども、今現

在、例えば、定年間近の人たちね。の参加が

やっぱり少ないんですよね。本当は。そうい

う人たちが、まあ僕も定年を終えましたので、

そろそろ自由になったから、そろそろ地域の

ことをやらないかんなって、こうやっていろ

いろ出させていただいてるんだけども、本来

なら、そこら辺の世代がこういうことにかか

わっていって、それを見て、次の世代が発見

してまねをしていく。まねをしとるという、

例えば、６０を超えたらやらないかんのだよ

っていうふうな形をつくっていかないと、い

きなり若者に期待してるから、全部やれって

いうのは酷だよね。

それから、もう一つは伝え方なんですが、

若者はこういういろんなツールがあるんだけ

ど、その中年層にどうやって伝えていくかっ

ていうことがちょっと抜け落ちてるんだよね。

うちの母、８５だけど、ＳＮＳもやっとるん

で、逆に言うと、あの年になると、興味のあ

ることはやるんだけども、僕らのような年代

は、あんまりやってないから、まあそういう

ものをどうやってそういう年代に伝えるかっ

ていうのも、非常に大きな形だと思うし、そ

れから、この今回の政策討論会のことを伝え

ることも重要なんだけど、例えば、市が市政

の中で、いろんなことをやってることも、同
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じように流せるようなツールをつくれば、と

りたてて、その政策討論会のことじゃなくて

も、流れてく、そういう術ができるので、普

段流れるようなものをつくって、そこに乗せ

てくいう形のほうが、楽っていう言い方おか

しいけども、そういうことのほうがいいのか

なと思うんだよね。たまたま選挙の時期にな

ったので、そういうものも乗ってくるんだな

ってやれば、逆に政治的な面で、心配される

こともないし。

それから、私も青年会議所やってたからわ

かるんだけども、先にどーんと会場借りちゃ

うので、埋めることが中心になるの。白鳥の

会場やって１，０００人集めにゃいかんと。

もうお騒ぎで走り回って、来てくれ、来てく

れってなって、埋めるのが中心で、それで終

わっちゃうわけ。だから、主催者が、結論じ

みてで申しわけないんだけど、少なくてもい

いんじゃないですか。参加された方々。次か

らふえてけばというぐらいの気持ちでやって

かないと、最初からその気持ちだと、大変だ

よね。

だから、若い人の話聞いてて、いや、最初

からそうやってやられると大変だなと思って。

まあもうちょっと気楽にね。

さっき言った、そういううまく流れてくよ

うな、その仕組みをつくれば、あと乗せるも

のは何でも乗ってくので、そういうとこから

つくったほうがいいのかなって。まあ若干で

すけど、思いましたね。その辺の議論もなん

かいくといいなと思います。

ですから、言いたいのは、中年層をどうや

ってまず乗っけるかということに、もうここ

にちょっと一言欲しいなと。中年、まあ若者

はＳＮＳいいんだけど、中年のおじさんたち

には、どうやって伝えていくのかなと。それ

から、あとはそういう会議は出ないんだけど、

会議出ないっていうのは、多分結論はたった

こんなもんだろうってわかっちゃってるから、

行かないんですよ。でも、結果は聞きたいん

だけど、逆に言うと、結果ってあんまり流れ

てこないんだよね。だから、結果をどうやっ

て伝えるかってやれば、興味がわけば、次回

から行くので、終わった後に、どうやって伝

えるかっていうほうにも、ちょっと力を注ぐ

ほうが早道なのかなっていう感じがします。

はい、すいません。いつものことで雑感で

申しわけありません。

○会長 いえいえ、とんでもない。ありがと

うございました。

じゃあ、この議論これからいよいよ本格的

に一つ一つ深めていけるようにしたいと思い

ますので、また、皆さん、ぜひそれぞれのテ

ーマに即して議論をすることに御協力いただ

きたいと思ってますが、ちょっと私も一言だ

け。

今回のこの答申内容ですね。それから、作

業部会のまとめ読んでて、何も問題ないなっ

ていうの正直感じた部分なんですよ。それ何

かっていうと、例えば、わかりやすく言うと、

７ページ。ごめんなさい。作業部会のまとめ

のところですね。この７ページの「はじめ

に」ありますよね。この２つ目のポチの、一

番目のポチかな。公開政策討論会っていうの

は、主権者である市民の知る権利を保障する

機会。まあ確かにそうなんだけども、一方で

まちづくりの担い手である市民の参政意識の

向上を図る機会でもある。確かにそうだなと

思うんですね。

２つ目のポチ、公開政策討論会の有効性を

高めるためには、ここなんですね。より多く

の市民が参加するとともに、討論の内容を理

解できるようにすることが必要である。その

ためには、先ほどから話題になってる主権者

である市民がより関心を持てるような心の準

備をしていってですね。主権者教育の一層の

推進が図れられるようにすること云々と書い

てあるんです。

ここを読んでたときに、行政職員ってどう

なのっていうふうに感じたんですね。この公
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開政策討論会を開催する時期からじゃなくて、

日常のいわば業務の中で、市政に関心を向け

てもらうと。つまりそういう情報の伝え方な

り、仕事の仕方なりというものを。まあ今ま

でも一生懸命やってきたんだろうけど、それ

をやはり継承をして、そして、市民の知識が

みずから暮らす町をよりよくしていくことに

対して提案をしたり、あるいは、反応をした

り、そこでどんなキャッチボールというもの

を意識していく必要があるのか。そして、い

よいよこの公開政策討論会を実現していくに

際して、一方で行政職員っていうのはどのよ

うな姿勢や、あるいは、仕事の姿勢なりでか

かわっていく必要があるのか。つまり市民の

役割っていうのを盛んに言ってきましたから、

これを制度として設けた場合の行政職員の責

任って一体何だろうかっていうふうに捉えて

いたんですよ。

皆さん、どうでしょうね。僕はむしろそこ

のところをしっかりと今回の条例の検討の中

で、議論をしていかないと、つくったはいい

けど、これ、みんなその市民の責務というと

ころにいろんなことを要求されてくることに

なっては、果たして、先ほど〇〇さんがおっ

しゃったように、おじさんたちそんな暇ある

かって思うし、ベテランの方たちも、これか

ら、７０歳定年制になっていくとか。それか

ら、健康寿命を高めるためにさまざまな自分

の健康ということに意識したライフスタイル

を、お金をかけてでもつくっていこうという

時代の段階を迎えていくわけでしょう。若者

たちはアルバイトもあれば、大学の授業もあ

れば、学校の授業もある。それから、親の介

護もこれからなっていく。さまざまなことを

やろうということが生まれてくると、この公

開政策討論会の条例化を通じて制度化してい

く一番の責任者っていうのは、やっぱり行政

側のね。行政が今の仕事のやり方の継承を含

めて、この公開政策討論という制度を設けた

ときに、果たして、それをそれぞれの職員が

どう受けとめて、そして、どんな仕事のやり

方をすればいいのか。そのあたりも１回この

委員会の中で議論しないとまずいんじゃない

かなっていうふうに思っています。最もそれ

が前面に出てくるのっていうのは決していい

ことじゃないかもしれないけどもね。そして、

制度としてつくっていくと、まちづくりの担

当課だけの責任でもないでしょうしね。これ

を広く、あらゆる行政職員が考えていかない

と、かかわっていかないといけないことかな。

この間、実はこの検討してきたときに、行

政職員も自分の立場を超えて、参加して、そ

して、いろんな予定者の意見が聞けるから、

すごくいいという意見は聞いたけども、日常

の業務との関係ではどうなのかっていう。ど

ういうような備え、この市政に関心を持って

もらう必要があるかっていうところが、今話

ししてて余りなかったので、そんな気がしま

したので、ちょっとこれは私のほうの資料を

読んだ上での感想ということで。

それでは、次回から、個別にテーマを設定

して、皆さんと議論をしていきたいと思いま

す。

実は、議題がもう一個ありまして、（２）

ということで、若者総合政策という、こちら

資料が手元にあれば。

じゃあ、事務局のほうから。

○まちづくり推進課長 はい。お手元には１

５ページから条例をつけさせていただいてお

ります。１５ページは自治基本条例。それか

ら、１７ページに、自治基本条例の第２４条

に、こちら当会議の、市民自治会議のことに

ついて書いてあります。ちょっと省略をしま

す。

１９ページからは、この市民自治会議の条

例をつけさせていただいておりますので、ま

た、御参考にしてください。

それから、２１ページが若者条例となりま

す。こちらは日本で初めて若者が活躍できる

ために、条例を設置し、若者議会を位置づけ



－25－

ております。

こちらの条例の後ろのページ、２２ページ

の第１６条を見ていただきたいと思います。

若者が活躍できるために、さまざまな制度が、

仕組みがこの条例に盛り込まれておりまして、

一番有名なものは、第１０条の若者議会なん

ですけれども、この１６条には、若者の活躍

推進体制としまして、市長は若者総合政策そ

の他若者が活躍する町の形成の推進に関する

事項について、自治基本条例に規定する市民

自治会議に諮問することができるというふう

に書いてあります。これまで市民自治会議に

おきまして、この内容で諮問したことはない

んですけれども、先ほど市長からの御挨拶に

もありましたとおり、若者議会はことしで第

５期目がスタートをしております。４期まで

の委員さんも、当市民自治会議のメンバーに

入っていただいておりますけれども、これま

での若者政策、若者議会のあり方を、いま一

度立ち返っていただくきっかけとして、市民

自治会議に諮問をさせていただいております。

具体的には、この過去４年間の取り組み、若

者議会の成果をこの場で報告して、いま一度

再点検、よかったところ。あるいは、改善す

べきところなどなどを御議論いただきたいい

う趣旨でございます。

資料の説明なんですけれども、２７ページ

からが、まだ広報で余り読まれていない広報

の案でございます。２７ページは第５期の若

者議会が始まりましたとしまして、集合写真、

議長は山本彩生さんという高校１年生が立候

補していただいております。

裏面を見ていただきますと、２８ページは

若者議会のメンバーからの一言。それから、

市外委員は２人参加してくれております。ま

た、メンターとしても、市の職員やＯＢ、Ｏ

Ｇの方。伊藤早希さんにも入っていただいて

おります。また、ＪＣの方も参加を今回はし

ていただいております。市外委員というのは、

新城に住んでいなくても、新城の若者議会を

応援したいという方で、５名まで参加できる

んですけれども、今回は新城市出身で県外の

大学に通っている永井さんと、これは、また

新城とはゆかりがないんですけれども、市外

の高校に通ってる渡邊さんが、友達が入るか

らということで、入っていただいております。

最後、ちょっと見にくいんですけれども、

２９ページの資料が、今期若者議会第５期の

スケジュールでございます。１１月の１２日

に、市長に対して政策答申をするのが１つの

目標でございまして、翌年度、令和２年度の

若者予算に反映する政策を、今検討をしてお

ります。政策を提案するに当たりまして、そ

れぞれ会議を重ねて今いるところでございま

して、当然、予算にひもづかない政策もあり

ますし、これ、真ん中あたり、左の列の真ん

中下あたりに政策提案、政策提案の再提案と

かありますけれども、予算がつかなくても、

若者の声を届けるということで、若者の叫び

というふうに書いてあります。つまり、若者

が市政に対して、市長に対して、こういう問

題を抱えてます。あるいは、こういう提案が

いいのではないでしょうか。こういう気づき

がありますと。まあそういった若者の叫びを

答申として、１１月ないしは３月に答申とし

てまとめる予定です。

また、若者議会で行政に対してだけ頼るの

ではなくて、自分たちが企画、実行するとい

う、マイプロジェクト、略してマイプロとい

うことも、ことしは意識してやっていきたい

というふうに思っております。若者議会のメ

ンバーの中には、市に対して予算を使って、

こういう政策をしてほしいという具体的な提

案を持っている若者もいますけれども、同じ

仲間で何かしたいというプレイヤーとして参

加したい方々もいらっしゃるので、そういう

方がいましたら、こういうマイプロという選

択肢を選んでいただいて、仲間とともに活動

するということ。

それから、今年から広報部と教育部という
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ものが常設をしておりまして、第４期、まあ

先輩が提案した公共バスの企画。あるいは、

漫画を使った若者議会の活動を紹介するプロ

ジェクト。それから、新城を知ってもらうア

ンバサダー制度、広報大使をという制度を提

案してるんですけれども、こちらも５期のメ

ンバーが参加をして、実際に活動していただ

きます。

また、先ほど〇〇委員さんからも御紹介の

ありました教育部も活動として参加しますけ

れども、小中学校に行くアクティブラーニン

グというか、主権者教育のような活動もあり

ますし、ＪＣの方が提案するＳＤＧｓの勉強

会。または、若者議会の卒業生が構成してま

す若者防災の会「襷」の子たちが活動する防

災フェスタ。あるいは、Ｂ－１グランプリな

どにも積極的に活動していただきたいという

ふうに案内をしております。

また、若者議会についても、今年はリニュ

ーアルしまして、年に１度の議場での報告で

はなくて、夏休みに１度、各中学校ごとにワ

ークショップを行い、自分たちが町について、

まちづくりについてできることを議論してい

ただき、８月のこれ２４日になってますけれ

ども、２５日に訂正していただきたいんです

けれども、８月２５日の午後、議場にてその

発表を行います。その後、実際に活動したい

中学生がいれば、補助金を使って実施に移っ

ていきたいという内容でございます。

ちょっと時間がなかったので、概要だけ説

明をさせていただきましたけれども、結論と

しましては、これまで培った４期の若者議会

の総括を、市民自治会議で行っていただきた

いというものでございます。

○会長 はい、ありがとうございました。今

の説明について、何か質問とか、あるいは、

確認しときたいこと、補足あったら、若者議

会のＯＢの皆様いかがでしょうかね。どうで

しょうか。

〇〇さん、何か。

○委員 特にないです。

○会長 いいですか。

〇〇さん、どうぞ。

○委員 ないです。

○会長 〇〇さんは。

○委員 ないです。

○会長 いいですかね。はい。

それでは、また、これからここでの議論の

中で深めていきたいと思いますので、よろし

くお願いします。

それでは、報告事項、最後になりますね。

こちらのほう、事務局からお願いします。

○まちづくり推進課長 はい、すいません。

（２）番は先ほど御説明しましたので、省略

します。

（１）番、毎年１回以上、自治基本条例に

て定められております市民まちづくり集会を

開催しなければいけないという項目に基づき

まして、今年も第８回目となりますまちづく

り集会を開催する実行委員会が決まりました。

メンバーは２５ページのとおりでございます。

また、詳しくは時間を見て説明をさせていた

だきたいと思いますけれども、６月の１０日

に第１回実行委員会を開催し、事務局の案で

は、秋ごろ市民まちづくり集会を開催したい

と思っております。テーマにつきましては、

実行委員会で決める権限がありますが、事務

局案としては、この今日の議題１、公開政策

討論会、あるいは、主権者教育、まち育、シ

チズンシップ教育、それぞれで市民自治まち

づくり、政治、選挙。まあそのようなところ

のテーマでやっていただくといいのではない

かというふうに考えておりますけれども、ま

た、実行委員会の進捗、決定事項は御報告を

させていただきたいと思います。

以上です。よろしくお願いします。

○会長 はい。じゃあ、（２）もいいですか。

○まちづくり推進課長 はい。

○会長 ということで、まあ事務局としては、

１つ案は持っているけれども、今後、実際に
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動き出す実行委員会というところでね。さら

に議論を深めていくんだという、そういう趣

旨のことでした。

まあちなみに、市民まちづくり集会ってい

うのは、この自治基本条例。資料の１６ペー

ジのところの第１５条というところに、市民

まちづくり集会というものの定義が書かれて

いるので、ここをまたよくお読みいただけれ

ばと思います。こういう趣旨に基づいて開催

するんだということですね。

それでは、その他、９番です。

○事務局 はい。その他。次回の日程でござ

いますが、次第の一番下にございます第２回

市民自治会議を、７月３０日火曜日１８時３

０分から予定しております。場所はこの同じ

く４階の４－１会議室になります。いずれに

しても、書面にて、また郵送いたしますので、

よろしくお願いいたします。

○会長 はい、ありがとうございました。

それでは、予定の時刻少し過ぎてしまいまし

た。次回が７月３０日ということになります。

先ほど冒頭申しましたように、今日は自由な

この意見交換をしました。今日のこの会を開

催するに当たって、初めて委員になった方々

には、勉強会を開いて、そこで自主的に勉強

会をやっていただいたというふうにも聞いて

います。また、過去委員をやられた方は、届

けられた資料を熟読していただいて、今日の

ところは、それぞれ自分の思いを言っていた

だいたということですが、それぞれある程度、

同じ知識の中に、感覚に徐々になりつつあり

ますので、これからは皆さんに対して検討課

題を事前にお知らせをして、それぞれテーマ

についてお考えいただいた後、ここに集まっ

て議論を深めていくようにしたいと思います。

皆さんの中から、例えば、こういう資料が

あるというような、御自身で皆さんに紹介し

たい資料があったら、そういったものもお持

ちください。ただ、当日だと読み切れないの

で、今後、例えば一例ですけども、会議のど

うでしょう。２週間ぐらい前には届けていた

だくのか。あるいは、皆様のところに資料を

お送りする前に、皆さんに１回アナウンスを

しますので、資料があったら早目に届けてい

ただいて、皆さんのところに届ける資料と一

緒にですね。その資料を入れて、皆さんに届

けるようにというふうにして、事務局の側か

らの一方的なというか、だけの資料じゃなく

て、ここにいる皆さんも、それぞれ読んでい

ただきたい資料を準備いただければ、それも

皆さんの手元に届けると。そんなふうにやっ

ていきたいなと思いますが、どうでしょうか。

よろしいですか。

〇〇さんがさっき長い文章は読まないとい

う意見言われた。ちょっとがくっときました

けども、まあでも、それも一面の心理かなと

いうふうに思いますけどね。ということで、

よろしくお願いいたします。

これからもうツイッターでやったほうがい

い。また、それもＳＮＳでやるかどうかも、

また検討していきましょう。じゃあ、前向き

にとにかくやっていきましょう。よろしくお

願いいたします。

それでは、本日、第１回目の会議は以上で

終了します。どうもありがとうございました。

○まちづくり推進課長 どうもありがとうご

ざいました。

○事務局 ありがとうございました。


